
 

 
 

支払基金統一事例 

【 画像診断 】 

 

２９５ 蘇生に成功した心肺停止に対するＣＴ撮影の算定について 

 

《令和６年９月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

蘇生に成功した心肺停止に対するＥ200 コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）

の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

心肺停止の蘇生後におけるコンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）は、心停止

の原因検索や脳の損傷（蘇生後脳症）の診断等のため有用である。 

以上のことから、蘇生に成功した心肺停止に対するＥ200 コンピューター断

層撮影（ＣＴ撮影）の算定は、原則として認められると判断した。 
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